
第６回　幹事会　議事録

２０２２年９月２０日

幹事長　　飯　島　奈　絵
１．日　　時		２０２２年９月２０日（火）午前１２時００分～午後１時００分
１．場　　所		堂島法律事務所会議室及びＺｏｏｍミーティング
１．出席幹事　＜五十音順・敬称略＞
【Ｚｏｏｍミーティングによる出席】
　荒木　晋之介　有村　とく子　飯島　奈絵　　井上　耕史　　岩本　　朗　　
奥村　昌裕　　尾崎　一浩　　河村　利行　　木内　道祥　　黒田　　愛　　
島尾　恵理　　高江　俊名　　田島　義久　　富井　和哉　　中島　宏治
西田　　敦　　西原　和彦　　原野　早知子　吹矢　洋一　　堀　　智弘
堀川　智子　　松井　淑子　　宮下　泰彦　　村瀬　謙一　　森野　俊彦
安原　邦博　　渡部　真樹子　
（オブザーバー：西念　京祐，下枝　歩美，広瀬　元太郎，小野　宙（議事録作成））

幹事総数　　　　　　　　　８７名
出席幹事の数　　　　　　　２７名
合計　　　　　　　　　　　２７名

　本幹事会は適法に成立し，幹事長飯島奈絵は本幹事会の議長として副幹事長富井和哉を指名した。議長は，開会を宣し，直ちに議案の審議に入った。

【議事の内容】
１　　各種委員会からの活動報告／選考，政策，広報，研修，親睦，若手会 
（１）政策委員会（担当副幹事長：松井淑子，委員長：中島宏治）
　政策シンポを１０／７（金）午後６時３０分～，ハイブリッドにて開催予定。
「弁護士の人権活動は持続可能か　～「ひまわり」の活動を通して人権活動の可能性を探る」というテーマである。人権活動の拡大の方向性，持続性について取り上げる予定。
　会員各位におかれては，是非ともふるってご参加なされたい。
　パネリストは，他会派からも多く，辻川圭乃弁護士から国連の議論状況を，小山操子弁護士から地域包括支援活動を，東奈央弁護士から精神保健に関する活動を，そして春秋会の中西基会員からは後見・ホームロイヤーに関する分野を，それぞれお話しいただける。
　盛りだくさんな内容であり，ひまわりでの人権活動が業務拡大にもつながったことをお伝えしたい。副会長推薦候補者である高江俊名会員の持ち味も，存分に生きる企画になる見込みである。

　もう一つ，１月か２月ころに開催したい企画：弁護団活動を取り上げる。新入会員にも参加してもらいやすいよう，新人歓迎会の１週間後くらいに開催することを検討している。

（２）広報委員会（担当副幹事長：西原和彦，委員長：堀川智子）
　９／２６付９月総会までに，会報秋号発刊に向けて，編集・校正といった準備作業が大詰めを迎えている。スケジュール的に間に合うかどうか予断を許さない状況であり，鋭意作業に当たっている。
会報案内チラシについては，レタケに投函予定である。電子版も総会開催日までに完成にこぎ着けて，報告させていただきたい。

（３）研修委員会（担当副幹事長：田積祥子，委員長：西念京祐）
１１／７（月）午後６時３０分～，岡口基一判事，中村真弁護士を講師にお招きして，「「裁判官！当職そこが知りたかったのです。」あれから５年…～これを知らずに民事裁判に臨むなんて～」企画を開催予定。是非とも，大勢の方にご参加いただきたい。
現在，単位取得認定申請中であり，申請が通り次第，案内させていただく。
内容は，「裁判官！当職そこが知りたかったのです。」のご紹介に加え，新たな質問事項を募集している。講師の先生方に事前にお送りして，当日触れていただける予定である。参加フォームに質問事項の記入欄も設けているので，是非ともご記入いただきたい。
そして，研修後は春秋会限定で，懇親会を開催したいと考えている。
　会員各位におかれては，是非ともふるってご参加なされたい。

恒例の「着こなし研修」についても，開催予定である。
従来，秋冬ものの装いを取り上げることが多かったが，今回は春夏ものをテーマにして，年明け以降に開催予定。

（４）親睦委員会（担当副幹事長：西田敦，委員長：宮下泰彦）
８／２７（土）午後２時～　オリックス京セラドームでの観戦企画を実施。
１６名満員のところ，コロナ感染者が出てしまったため２名欠席，１４名にて催行。オリックスも見事勝利して，大変盛況であった。

７３期・７４期新人歓迎旅行を，１０／２８（金），１０／２９（土）にて金沢にて開催予定。これが目下の注力企画である。
先日，ＭＬでも旅館写真入りでご案内したが，現在の参加予定者は３４名にとどまっている。
７３期・７４期が本旅行での歓迎対象者であり，７４期は一定人数ご参加いただけるが，７３期は実に３名ほどの参加にとどまっており，委員から個別に電話でお声かけしているものの，既に業務多忙，予定あり等で，なかなかご参加につながらない。
引き続き参加募集を続けて，４０名ほどに達するようにしたい。

恒例の「ワインの夕べ」企画も，１１月下旬頃に開催を予定している。
また，７５期向けの新人歓迎会・歓迎旅行については，来年２月，３月頃を予定している。７３期・７４期歓迎旅行終了後，具体化していきたい。

（５）若手会（担当副幹事長：富井和哉，世話役代表：堀智弘）
９／２８（水）午後６時～　浦寛幸会員による破産研修（２回目）の開催予定。
若手向け旅行（グランピング）企画も，１１／５（土）～１１／６（日）開催を予定している。若手会員各位におかれては，是非ともご参加いただきたい。

２　　大弁会務・日弁連理事会報告 
（１）大阪弁護士会
○会長声明
・８／１８付「谷間世代」への一律給付実現を求める会長声明を発出。
９／１７にも，全国リレー集会が開催され，ＷＥＢ同時接続ふくめて１００名近くの盛況を呈した。現職国会議員も２名来場し，辻本議員がＷＥＢでメッセージを寄せておられた。
本年度，対外活動の折に触れて本テーマを取り上げており，今年度中に何らかの結果につなげたい。谷間世代は，全登録者のうち４分の１と，人数的にも大きな割合を占めており，それだけ大きな関心事であると捉えている。

・９／７付　国葬に関する意見書を発出。弔意が強制されることがないように要請する内容である。日弁連は検討の結果，意見書を発出しないという対応であったが，各単位会では様々な内容の意見書が出されている。

○主なイベント
９／１４　近弁連非常勤裁判官の任官者激励会を開催。

（２）近弁連
１１／２５（金）　人権大会＠琵琶湖ホテル　開催予定。

（３）日弁連
・９／１５（木）・９／１６（金）　理事会開催
・人権大会　９／２９（木）シンポジウム，９／３０（金）大会。
ＷＥＢ参加は９／２２（木）まで受付。
議長は大阪弁護士会４５期の金喜朝先生が務められる。
オンラインでも是非，ご参加されたい。

３　　予算執行状況の説明、2021年度決算報告書の概要説明
（１）本年度の予算執行状況（担当副幹事長：渡部真樹子）
　若手会員活動活性化費，委員会活動活性化費という本年度の新設予算項目について，研修委員会から早速各申請をいただいており，予算執行予定である。

堀川広報委員長：
　広報委員会の会報発行費用の予算執行が約６３万８０００円，４０％程度済んでいる旨の記載が存在するが，今年度分については，まだ何も支出していないはずである。
　これは，前年度春号発行費用分が計上されているという理解で良いか。会報春号の発刊時期の特性上，年度またぎの支払が発生する関係上，春秋会予算の始期・終期は４／１～３／３１というスパンではなく，４／７～４／６等，少しずらして設定されていたと記憶しており，今回はそのようなズレでも対応できない年度またぎの支払が生じているのか。
　
渡部副幹事長：
　ご指摘の点について，昨年度の会計担当副幹事長との間において，年度またぎ・引継ぎ日の前後いずれの年度会計に計上するかに関する認識の齟齬があることが，本幹事会直前に判明した。
　前年度決算については，既に決算報告書も完成しており，会計監査も経ている状況である。上記広報委員会の会報発行費用分について，当該報告書上，昨年度のうちに予算執行されている旨，報告されている。
　他方，今年度上半期の予算執行報告書でも，本年度内に執行が行われたことを前提として，上記費用が計上されている。
この点，いずれの年度で計上したとしても，計数上は繰越額がこれに応じて変動するため，予算自体にプラス・マイナスは生じない。しかし，報告書上はいずれの年度にも計上されているため，調整を要する状態に至っている。

堀川委員長：
　前年度春号の費用が本年度の予算執行として整理されてしまった場合，本年度予算が全然足りなくなる見込み。
　９月総会でも，この点について補足説明していただきたい。

（２）昨年度決算
　９月総会において，前年度の会計担当副幹事長である奥野祐希会員からご報告予定。
　コロナ収束前であるため，執行実績も少ないと伺っている。

４　　各種行事の案内
（１）９／２６（月）午後６時～　９月総会
　・懇親会の参加お申し込みについては，９／２１（水）まで受け付けている。
　
・総会へのオンライン出席の可否・当否について。
　先日，全会員向けにアンケートを実施したところ，本日現在１２名からご回答いただいた。積極的にご回答いただけた会員各位から，出席・議決権を認める方が良いという意見が多く聞かれている。顔出し・氏名表記を正確に行う必要がある，コロナ禍を脱した後も出席・議決権を認めるべきである，業務や家庭の事情等で総会の会場に出席できない会員にも参加・議決権行使の機会を与えるべきである，といった様々なご意見もいただいている。　
　また，近弁連大会では，オンライン参加者でも議決権行使ができるという取扱いになったとのことであり，会則改正資料等も入手した。
　近弁連大会では，日弁連人権大会と同じく，テーマに即したシンポジウムが２つほど開催され，これに関して宣言を採択する決議を取っているが，その性格上，定足数という制度が存在せず，委任状という制度も存在しない。会場やオンラインで「出席」している者に対して，挙手を求め，集計をするという運用である。
　これに対して，日弁連，大阪弁護士会，そして春秋会の「総会」では定足数が設けられているため，主催側としては定足数充足のため，オンライン参加者からは委任状を事前にご提出いただいておきたい。というのも，オンラインの場合，通信障害で当日アクセスできなかったり，あるいは途中で回線落ちしてしまうこともありうるからである。また，通信障害が起きなくても，採決を行う際にたまたま離席していたり，他の業務に気を取られて採決に参加できなかったりすることも起きうる。
そのため，オンライン参加者も出席と取り扱い，議決権行使も認めるとしても，事前に委任状を提出していただいておき，当日，事前意思表示とは異なる意思表示を行う会員について，これをカウントするといった技術上の工夫が必要だろう。
　次週の９月総会では，クリティカルな議題も存在しないので，実際にこのようなオンライン出席者の意思表示の集計がうまくできるかどうか等の点についても，試行する機会とさせていただきたい。

（２）その他の行事
・９／２９，９／３０　日弁連大会
・１０／６（木）　午後１時～　大弁総会。リアル出席をお願いするのは心苦しいが，是非ともご出席いただければありがたい。
・１０／９（日）　大弁運動会。本年度は裁判所，検察庁との対抗リレーがない代わりに，会派対抗行事が盛りだくさんになっている。春秋会はリレーに並々ならぬ意欲を持って臨んでおり，本年度も優勝が期待される。是非，ご家族との思い出作りにご参加なされたい。

　　　　以　　上

